
○古賀市市民活動団体の登録に関する要綱  

 

 （趣旨）  

第１条  この要綱は、市民活動団体のうち市が活動促進を図るための支援

を行う団体を登録することについて、必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

 （１） 市民活動  古賀市市民活動支援センター設置運営要綱（平成２

９年２月告示第１８号。以下「設置要綱」という。）第２条第１

号に規定する市民活動をいう。  

 （２） 市民活動団体  設置要綱第２条第２号に規定する市民活動団体

及び市民活動を行おうとする団体をいう。  

 （登録の要件）  

第３条  市民活動団体のうち市が支援を行う団体として登録を受けること

ができるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。  

 （１） 公益のために、明確な活動目的を持って、継続的に市民活動を

行っていること又はその見込みがあること。  

（２）  主に市内で活動していること。  

 （３） 定款、規約、会則その他これらに準ずるものを有しているこ

と。  

（４）  会計処理を適正に行っていること。  

 （５） ５人以上で構成されており、市内に在住している構成員がいる

こと。  

２ 次に掲げる活動のみを行う団体は、登録を受けることができない。  

 （１） 作品展示、発表会、大会への参加その他の会員の活動の成果を

披露する目的で行う活動  

（２）  勉強会、学習会その他の単に教養の向上のみを目的とした活動  

（３）  家元制や流派による稽古又は習い事の活動  



（４）  会員同士の親睦活動又は会員相互の利益を目的とした活動  

 

 （登録申請）  

第４条  登録を受けようとする団体は、古賀市市民活動団体登録申請書

（新規・更新）（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に申

請しなければならない。  

（１）  定款、規約、会則その他これらに準ずるもの  

（２）  構成員名簿及び役員名簿  

（３）  前年度の決算書及び活動実績が分かる書類  

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上登録の可否

を決定し、その結果を古賀市市民活動団体の登録に関する決定通知書

（様式第２号）により通知するものとする。  

（登録事項）  

第５条  市長は、前条第２項の規定により登録することを決定した団体

（以下「登録団体」という。）について、次に掲げる事項を登録する。  

（１）  団体名  

（２）  代表者氏名  

（３）  事務所の所在地及び連絡先に関する事項  

（４）  設立の時期  

（５）  活動分野及び活動区分に関する事項  

（６）  活動の目的  

（７）  活動内容  

（８）  会員数  

（９）  活動場所  

（１０） 団体PR 

（１１） その他市長が必要と認める事項  

（登録の期間等）  

第６条  登録の期間は、第４条第２項に規定する決定の日から当該日以後

最初に到来する６月３０日までとする。  



２ 登録団体は、登録の期間を更新しようとするときは、当該期間の末日

の１４日前までに、更新の申請をしなければならない。  

３ 第４条第１項の規定は、前項の更新の申請について準用する。この場

合において、第４条第１項中「登録を受けようとする団体」とあるの

は、「登録の期間を更新しようとする団体」と読み替えるものとする。  

 （登録の変更）  

第７条  登録団体は、第５条各号に規定する登録内容に変更があったとき

は、速やかに古賀市市民活動団体登録事項変更届出書（様式第３号）に

より市長に届け出なければならない。ただし、同条第４号から第１０号

までに掲げる登録内容の変更については、この限りでない。  

 （登録の抹消）  

第８条  登録団体は、登録の抹消を希望するときは、古賀市市民活動団体

登録抹消届出書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、登録団体が次の各号に掲げる事項

のいずれかに該当すると認めるときは、登録を抹消することができる。  

 （１） 第３条第１項に規定する要件に該当しなくなったとき。  

（２）  偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。  

（３）  その他登録団体としてふさわしくない行為があったとき。  

３ 市長は、前項の規定により登録を抹消したときは、古賀市市民活動団

体の登録抹消決定通知書（様式第５号）により、対象の登録団体に通知

するものとする。  

 （登録団体に対する支援）  

第９条  市長は、登録団体に対し、次に掲げる支援を行う。  

（１）  市の公式ホームページ等による登録団体情報の広報  

（２）  市民、公的機関等への登録団体情報の提供  

（３）  市民活動に関する事業やイベントの情報等の案内  

（４）  登録団体の主催行事等の情報提供  

（５）  古賀市コミュニティ活動災害補償制度による補償  

（６）  その他市長が必要と認める支援  



 （補則）  

第１０条 この要綱に定めるもののほか、市民活動団体の登録に関し必要

な事項は、市長が定める。  

 

   附 則  

 （施行期日）  

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この告示の施行の際現に古賀市市民活動団体等の登録に関する要綱

（平成２８年３月古賀市告示第３８号）第２条第３項に規定する登録者

である団体は、第５条の登録団体とみなす。  

３ 前項の規定により登録団体とみなされたものの登録期間は、平成２９

年４月１日から平成３０年３月３１日までとする。  

 

附 則（平成３１年２月１４日告示第１９号）  

（施行期日）  

１ この告示は、平成３１年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この告示の施行の際現に登録されている団体の登録期間の終期は、平

成３１年６月３０日とする。  

 

附 則（令和２年４月１日告示第７７号） 

（施行期日）  

１ この告示は、公布の日から施行する。  

 


